
令和7年4月から
ごみの出し方が
令和7年4月から
ごみの出し方が変わります変わります

小型家電類に区分していた
炊飯器・掃除機・扇風機は、『粗大ごみ』に区分を変更します。

処分するときは、粗大ごみ処理券を貼って
各地区の埋立ごみ・小型家電類置場に出してください。

資源ごみ（金属類と布類は除く）
いつでも出せます！
資源ごみ（金属類と布類は除く）
いつでも出せます！
市役所東側駐車場の一画に常設資源ごみ回収所を設置しています。

搬入される際は、ルールを守って出すようにしましょう。

宇城クリーンセンター
宇城市松橋町萩尾1775-3
☎（32）6010

（有）CSネットワーク
宇土市松山町3941
☎（22）6090

1ｍを超えるごみは処理施設に直接搬入してください!!

燃えるごみ袋などの
指定袋を販売している
市内の店舗で購入できます。
お店の人にお尋ねください。

価格：500円
（5枚つづり）

購入できる指定袋
取扱店舗には、
このマークが
貼ってあります。

炊飯器 掃除機 扇風機

問環境交通課 環境交通係 ☎(27)3316

毎月第1水曜日の『資源ごみ』の日に

各地区に設置されている

資源ごみ置場へ出してください。

金属類と布類は、
この回収所へ
出せません！

水洗いしてラベルとフタをはずして、透明の
袋に入れて出してください。

ひもで十字に縛って出してください。

水洗い後、備え付けの容器に入れてください。
袋のまま出さないでください。

ペットボトル

新聞紙、段ボール、雑誌・紙箱類

缶類・びん類

事業者の利用不可

※ごみ処理手数料　200円 /10kg

令和7年度から国民健康保険税の税率を改定します
問市民保険課 国保年金係 ☎(27)3312

税務課 市民税係 ☎(27)3313

国民健康保険加入者の皆さまのご理解をお願いします
　国民健康保険制度は、これまでは市町村ごとに運営していましたが、平成30年度の制度改正で都道府県と
市町村の共同運営となり、市町村は都道府県に国民健康保険事業費納付金を納付することになりました。こ
の新たな財政負担に加え、加入者数の減少により税収が年々減少する一方で、医療の高度化や加入者の高齢
化により医療費が増加したことから、令和5年度決算では単年度収支で赤字となり、緊急の場合に備えてい
た財政調整基金から5,700万円を補てんしました。令和6年度決算においても歳入不足が見込まれ、さらに
令和7年度には財政調整基金が底をつく見込みであり、非常に厳しい状況が続くことが予測されます。　
　また、熊本県では、県内の国保加入者の負担を公平にするために、令和9年度及び令和12年度に県内の保
険税率を段階的に統一することとなっており、平成27年度から加入者負担を抑えるために保険税率を据え
置きしてきた宇土市の保険税率との格差が大きくなることも鑑み、宇土市の国民健康保険制度の安定的な運
営を図るため、令和7年度に国民健康保険税率の改定を行います。
　将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

●令和7年度の国民健康保険税率
国民健康保険税は、医療給付のための「医療給付費分」、後期高齢者を支える「後期高齢者支援金分」、介護

保険を支える「介護給付金分」で構成され、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合計金額によって決ま
ります。

※1　 世帯の所得に応じた税額　※2　加入者1人あたりの税額　※3　1世帯あたりの税額
※4　 これまでは医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護給付金分の所得割・均等割・平等割をすべて課税する3-3-3方

式でしたが、令和7年度から介護給付金分の平等割を課税しない3-3-2方式へ変更となります。

●モデル世帯の保険税額（年額）

改定前（令和6年度） 改定後（令和7年度）

医療給付費分
所得割（※1） 8.30% 8.04%
均等割（※2） 22,000円 27,600円
平等割（※3） 22,000円 18,900円

後期高齢者支援金分
所得割 2.60% 3.16%
均等割 7,200円 10,700円
平等割 5,800円 7,400円

介護納付金分
（40歳から64歳が対象）

所得割 2.30% 2.87%
均等割 8,800円 18,600円
平等割 5,200円 0円（※4）

世帯構成等 改定前 改定後 増加額
70歳単身世帯/年金収入153万円（所得43万円）
<7割軽減該当> 17,100円 19,300円 2,200円

70歳の夫/年金収入210万円（所得100万円）
70歳の妻/年金収入40万円（所得0円）
<5割軽減該当>

105,200円 115,200円 10,000円

45歳の夫/農業所得200万円
40歳の妻/営業所得40万円
小学生1名
＜2割軽減該当＞

317,700円 363,500円 45,800円

45歳の夫/営業所得300万円
40歳の妻/給与収入40万円（所得0円）
小学生2名
＜軽減なし＞

506,600円 578,200円 71,600円

令和７年度の納税通知書は６月中旬に送付します
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